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八日市振興センター内 
花巻市石鳥谷町大興寺8-157-4 
電話/FAX 45-4840 

 

◆ 日 時 ４月 19日（水）午後 7時～ 

◆ 会 場 八日市いきいき交流館 

（八日市振興センター） 
 
代議員である行政区班長に出席していただき、

右記の議案を提案する予定です。 

八日市地区民どなたでも傍聴は可能です。 

◇ 議  案 

（１）令和 4年度事業報告並びに 

収支決算の承認について 

（２）令和 5 年度事業計画(案)並びに

収支予算(案)の決定について 

（3）役員改選について 

八日市地区コミュニティ会議 令和 5年度総会を開催します 

八日市地区コミュニティだより 

○施設の修繕を実施しました○ 
交流館及び改善センターの照明を一部自動照明にしました。 

昨年交流館の女子トイレ、改善センターの手洗い場と男子トイレを自動照明にしました

が、今年は交流館の男子トイレ、改善センターの女子トイレを自動照明にしました。 

点灯後動かず５～10 分程度経過すると自動で消灯します。消えた場合は体を動かすと

再度点灯します。出入口のドアが開いたまま廊下を通ると消灯までに時間を要します。使

用後は出入口ドアを閉めるようお願いいたします。 

※現時点で両施設とも多目的トイレは自動照明ではありません。 

○八日市つるし雛まつり 3 年ぶりに盛大に開催されました○ 
◆来場者 7,416 人◆ 

2 月 18 日から 3 月 3 日までの 14 日間、八日市

いきいき交流館（八日市振興センター）で「第 18 回

八日市つるし雛まつり」（主催：八日市つるし雛同好

会）が開催されました。 

3 年ぶりの開催となった今回は期間中天候にも恵

まれ、またメディアにも取り上げられたこともあり、

連日多くの来場者が訪れ交流を深めました。 

コミュニティ会議関係者の皆さまのご理解、ご協

力誠にありがとうございました。 



狂犬病予防集合注射のご案内 

犬の所有者には毎年 1 回の狂犬病予防注射が義務付けられています。市では、次のとお
り集合注射を行いますのでご利用ください。 
 
◆対象・料金◆ 
生後 91 日以上で、令和 5 年度の注射済

み票を持っていない（注射を受けていない）
犬…3,500 円（注射） 
※マイクロチップを未装着で、市や市内動物
病院で登録申請していない犬はさらに
3,000 円（登録料）がかかります。 
 
・予防注射は市内の各動物病院でも受けら

れます 
・7 月以降は注射料金が 500 円増額します 
※別途診察料がかかる場合があります 

・市外の動物病院で注射を受けた場合は、狂
犬病予防注射済票証をお持ちの上、市窓

口で注射済票（手数料 550 円）の交付を
受けてください 

 
◆問い合わせ◆ 
市役所本館生活環境課（41-3544）、石鳥谷総合支所市民生活係（41-3446） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期
日 

受付時間 会場 

4
月
19
日
（
水
） 

9:00～9:15 高齢者創作館 

9:25～9:40 大瀬川振興センター 

9:50～9:55 石鳥谷 7 区公民館 

10:15～10:35 ビバハウスいしどりや 

10:45～11:05 新堀振興センター 

11:15～11:30 戸塚公民館 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって
は、延期または中止となる場合があります。 
※上記以外の日程や詳細につきましては、3/15
付〝広報はなまき〟または市 HP をご覧くださ
い。 

【4 月 各種行事等】 

19 日（水）特定健診 八日市構造改善センター 

9:45～11:15(13、14 区) 

13:00～14:30(10～12 区) 

花巻北消防署からお知らせ 『救急車の適正利用について』 

救急搬送の現状について・・・ 
当市消防本部の救急出場件数は 4,000 件を超えており、月平均にすると

300 件以上出動しています。その中には、「救急車で行けば早く診てもらえ 
る」、「タクシーだとお金がかかる」などの理由で、緊急性のない軽症患者が 39％も含まれ
社会問題となっています。そのため、本当に救急車を必要とする傷病者の元への到着が遅れ
ている現状です。 
通常、119 番の救急要請を受けると、近くの消防署の救急車が出動しますが、その救急

車が出動している場合は、次に近い救急車が出動することになり到着に時間を要すること

があります。 
緊急性がなくご自身で病院に行ける場合は、交通機関を利用するなど救急車の適正利用に
ご協力ください。 

ただし、突然の頭痛や胸痛・ろれつが回らない・手足に力が入らないなど、
普段と様子が違い判断に迷う場合は、躊躇せず 119 番通報をしてください。 

※軽症とは…入院等を必要としないもの。 

お問い合わせ 花巻北消防署 電話番号 ４５―２１１９ 

●ホームページ掲載版について● 
・慶弔欄は掲載しません 

・個人名が入った記事は、掲載を見合わせる

場合がありますのでご了承ください 

・人物が写っている画像は加工処理をして掲

載しております 


